
Ⅰ はじめに

ウッドショックについて，経済産業省のホームペー
ジの見解を追ってみたい。まず，２０２１年７月１９日付で
は，「新型コロナがもたらす供給制約；ウッドショッ
クの影響」と題して，「現在起こっている木材価格の
高騰は，『ウッドショック』と呼ばれており，建築用
木材の供給が需要に追いつかないことに起因してお
り，１９７０年代に発生した『オイルショック』になぞら
えてこのように呼ばれており，木材の輸入量が不足す

ることも見込まれる中，木材関連の価格の高騰によっ
て現状の想定価格では住宅建設できなくなる可能性が
出てきている。」とされた（１）。続く，２０２１年１０月２２日
付けでは，「いつまで続くウッドショック；価格の高
止まりが需要に影響？」と題して，２０２１年９月分まで
の価格指数のデータを用いた分析結果からは，輸入価
格も国内価格も引き続き上昇基調を継続していること
が推察され，日本国内では，当面は，いわゆるウッド
ショックといわれる状況が継続する蓋然性が高いた
め，今後の動向を引き続き注視していく必要が示され
た（２）。一部では，丸太価格が上昇を続け，一部では下
がる様相が出始めた２０２２年５月２日付では，「どうなっ
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The issues in this paper are, first, the reality of the price increase in the Northern Tohoku region of Japan during the wood shock
and, second, why the log supply was insufficient to meet the log prices that rose and increased demand during the wood shock.
This paper first overviewed the characteristics of the forestry production and distribution structure in the Northern Tohoku region.
Next, the movement of log and product prices under the wood shock on official Statistics was confirmed. Then, the analysis was
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たウッドショック；価格の高止まりが需要を抑制？」
と題して，輸入価格や国内価格，新築戸建住宅の動向
について，最新の状況が示された。そこでは，輸入価
格が緩やかな低下傾向にある集成材や製材と，上昇を
継続する合板や丸太とで２局化し，国内価格は合板を
除き高止まり傾向，新築戸建住宅の活動は低下基調と
いうことが確認されている。したがって，ウッド
ショックは，当初のほぼ全面的な価格上昇という局面
から，木材・丸太の種類などに応じた需給バランスの
とれた価格形成を探る新たな局面に差し掛かっている
のではないかとの見解が示された（３）。
以上にみる経済産業省によるウッドショックの見解
は，第２０８回国会に提出された「令和３年度森林及び林
業の動向」における特集「令和３（２０２１）年の木材不
足・価格高騰（いわゆるウッドショック）への対応」（４）

はじめ，関係セクターや報道等を通じて，概ね国民に
共有されていたように思う（５）。
こうした背景のもとで本論に与えられた課題は，
ウッドショック下，丸太価格が上昇し，かつ需要増に
あっても十分な木材供給がなされなかったことを受
け，１つ目に，ウッドショック下の北東北地方の価格
上昇の実態について，２つ目に，ウッドショック下の
川上の反応について，以上の大きく２つになる。
翻って，本研究に先立つ２０２０年，筆者らは２つ目の
課題に関わり，林業労働人口縮小下における林業生産
活動の展望と課題を明らかにすることを目的として，
質問紙によるアンケート調査を実施した。アンケート
調査の対象は，事業体名の入手が可能であった岩手県
の２５１林業経営体，回収率は４４％であった。アンケー
ト調査の結果，表―１，表―２に示すとおり，２０１９年ま
での１０年間の変化では，最大規模層として分類した，
素材生産規模が年間２万m３以上層の事業体よりも，
１～２万m３層の事業体の事業拡大割合のほうが大きい
という結果を得た。一方で，最大規模層である２万m３

以上層の再造林の拡大割合が最も大きい結果となっ
た。近年，北東北地方の３県とも，造林基金を創設す
るなど造林・保育事業を重視している（６）。素材流通事
業体自らが「伐採・搬出・再造林作業ガイドライン」
を策定し，組合員に再造林を促している例もある（７）。
このように，北東北地方では，伐採―再造林を前提と
した林業生産がスタンダード化する流れの中で，林業
経営体による造林・保育事業と素材生産事業の労働配
分戦略は，木材供給力に大きな影響力を持つことが明
らかにされている（８）。
以上を踏まえ，本論の構成は，Ⅱ節では，研究対

象となる北東北地方の林業生産・流通構造を規定する
３つの特徴を概観する。Ⅲ節では，木材需給報告書等
の公表データに基づき，ウッドショック下の製品価
格，ならびに東北地方の丸太価格の動きを確認する。
Ⅳ節では，東北森林管理局ならびに青森県，秋田県，
岩手県林務関係課，青森県森林組合連合会，秋田県森
林組合連合会，岩手県森林組合連合会，ノースジャパ
ン素材生産流通協同組合等素材流通事業体，県有林を
初めとする機関造林事業に従事する事業体の組織化が
スタートであった岩手県森林整備協同組合，広葉樹製
紙用原料の供給を支える岩手県チップ業協同組合，
ファーストプライウッド（株），秋田プライウッド
（株），（株）ウッディかわいグループの（有）川井林業等
林産加工工場，森林所有者を含む林業経営体等利益相
反（高く売りたい⇔安く買いたい）となり得る林業関
係者へのメール添付による質問紙調査，ならびに電
話，訪問による聞き取り調査により，双方に共通の回
答を基本に分析を進め，ウッドショック下の川上の反
応に接近する。Ⅴ節では，以上を受けて考察する。

Ⅱ 北東北地方の林業・流通構造の３つの特徴

１ 国有林地帯での林業生産活動
北東北地方は，森林面積に占める国有林面積割合が
大きく国有林地帯とされている。表―３に，青森，秋

表―１ 素材生産規模別素材生産量の１０年間の変化
（m３，事業体，％）

事業規模
（m３）

事業体数 素材生産量 １０年間の増減

事業体数 割合 １０年前 ２０１９年度 事業量 割合

０
１～１，０００

１，０００～５，０００
５，０００～１０，０００
１０，０００～２０，０００
２０，０００以上

計

３１
６
２４
１２
２１
１６
１１０

２８
６
２２
１１
１９
１５
１００

１，５６０
１，５３０
４１，２７４
４８，２７５
１２８，１１７
３７２，３００
５９３，０５６

０
１，７３０
６３，７７８
７６，０８２
２７４，０２９
４３３，５１６
８４９，１３５

▼１，５６０
２００

２２，５０４
２７，８０７
１４５，９１２
６１，２１６
２５６，０７９

０
１１３
１５５
１５８
２１４
１１６
１４３

資料：アンケート調査結果。

表―２ 素材生産規模別造林面積の１０年間の変化
（ha，事業体，％）

事業規模
（m３）

事業体数 造林面積 １０年間の増減

事業体数 割合 １０年前 ２０１９年度 事業量 割合

０
１～１，０００

１，０００～５，０００
５，０００～１０，０００
１０，０００～２０，０００
２０，０００以上

計

３１
６
２４
１２
２１
１６
１１０

２８
６
２２
１１
１９
１５
１００

７２１
５３０
２９２
３４６

１，２６５
２９８

３，４５２

４１８
２０９
２６７
２２１

１，５７９
６７３

３，３６７

▼３０３
▼３２１
▼２５
▼１２５
３１４
３７５
▼８５

５８
３９
９２
６４
１２５
２２６
９８

資料：表―１と同じ。
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田，岩手各県の国有林の指標を示した。
国有林地帯の林業生産の１つ目の特徴は，木材の供
給方法である（９）。国有林からの木材供給は，立木販売
と素材販売に区分される。立木販売では，国有林は立
木を販売し，立木購入者は立木の伐採・搬出・販売の
権利を得て事業を遂行する。素材販売は，生産の請け
負わせの事業形態をとり，請負事業体は立木の伐採・
搬出作業を担う。素材販売の場合は，搬出された素材
を各森林管理署等が直接販売するほかに，木材市場等
に販売を委託する場合もある（１０）。
あわせて，国有林材等の安定供給システムによる販
売，通称システム販売の仕組みも有している。システ
ム販売は，地域における木材の安定供給体制の整備や
新たな需要拡大，原木の加工・流通の合理化等に資す
ることを目的とし，需要・販路拡大が必要な間伐材等
を対象に，国が製材工場や合板工場等と事前に安定供
給に関する協定を締結し，当該協定に基づき，丸太や
立木を国が協定の相手方に安定的・計画的に販売する
方法である（１１）。
近年，国有林の立木販売や素材販売では，事業ロッ
トの関係や生産性等の観点から，立木販売契約時の伐
採・搬出期間は契約から３年であることが多い。この
ことは，後述する川上の反応に作用した林業経営体の
立木在庫が３年あることをも意味する。事業規模の大
きな林業経営体の立木在庫は，５～７年といった例も多
い。すなわち，林業経営体にとって立木在庫が潤沢で
あるほど，需要に対する供給の弾力性が大きいことに
なる。この点，森林組合を中心とする長期施業受委託
を立木在庫の観点からみれば，一般に５年契約とされ
る長期施業受委託は，同時に森林組合の立木在庫に相

応することになる。
国有林地帯の林業生産の２つ目の特徴として，５月頃
から本格的な降雪前の１１月頃までの間に作業が集中す
る国有林の生産請負期間との関係をあげることができ
る。国有林事業は年度計画に基づいて実施されるた
め，北東北地方の林業経営体にとっては安定した事業
に位置づけられており，生産請負期間は国有林事業を
優先するのが慣例となっている。今日の北東北地方の
施業は，皆伐が主である。一方の国有林の生産請負
は，間伐事業が６～７割を占める。このため，国有林の
生産請負の事業期間は，皆伐に比べて生産性の低い間
伐事業に労働力が振り向けられることなるため，素材
生産面では供給力が落ちるといった構造になる。もち
ろん，国有林の皆伐地では，原則，すべて再造林がな
されるため，更新の心配はない。

２ B材を主体とする需給構造
北東北地方における大規模需要先として，青森県に
は年間の丸太消費量が２４万m３のLVL工場，秋田県には
１社で５０万m３を消費する合板工場，岩手県には３０万m３

余を消費する集成材工場が立地する。これら３つの工
場だけでも１００万m３規模の域内需要になる。このた
め，合板，集成材，LVLといったいわゆるB材需要者
は，丸太や立木価格相場に影響を与えるプライスリー
ダーでもある。中でも最大の需要量を持つ合板工場の
納材価格は，B材需要者のみならずA材価格にも影響
を与えることになる。
表―４に，ウッドショック前２０１９年次の北東北地方３
県，ならびにA材（製材用）需要が主の宮崎県の需要
部門別素材生産量とその割合を示した。宮崎県の製材
需要量割合は９割に達する。他方，北東北地方３県にお

表―３ 北東北地方における国有林の指標

指 標 青森 秋田 岩手

国有林面積（万ha）
森林面積に対する国有林率（％）
国有林総蓄積（千m３）
面積当たりの蓄積（m３／ha）

３９
６２
７

１８７

３９
４６
６

１６５

３９
３３
６

１５６

民有林面積（万ha）
民有林総蓄積（千m３）
面積当たりの蓄積（m３／ha）

２４
５

２２３

４５
１２
２７０

７８
１９
２４４

森林面積計（万ha）
森林蓄積計（千m３）
面積当たりの蓄積（m３／ha）

６３
１２
１９０

８４
１８
２１４

１１７
２５
２１４

資料：東北森林管理局（２０２２）令和４年度 第１回東北森林管理局
国有林材供給調整検討委員会資料を元に筆者作成（出典
元：青森県の森林・林業（令和３年度版），令和２年度版
岩手県林業の指標，令和２年度版 秋田県林業統計，林野
庁「森林資源の現況」（平成２９年３月３１日現在），林野庁「第
７２次令和２年国有林野事業統計書（令和２年度）」）。

表―４ 北東北地方３県と宮崎県の需要部門別素材生産量
（千m３，％）

青 森 秋 田 岩 手 宮 崎

生産量 割合 生産量 割合 生産量 割合 生産量 割合

製 材
合 板
チップ

３６８
３０７
２６８

３９
３３
２８

５３２
５８５
１７２

４１
４５
１３

５１２
５７６
４３１

３４
３８
２８

１８５０
７２
７７

９３
４
４

計 ９４３ １００ １２８９ １００ １５１９ １００ １９９９ １００

資料：大臣官房統計部生産流通消費統計課「令和元年木材統計
（２０１９年次実績）」

注：各都道府県別の素材需要量は当該都道府県の製材工場等への
工場入荷量である。本調査においては，山元段階の調査が困
難なことから，工場入荷量の入荷元の都道府県ごとに集計し
たものをもって当該都道府県における素材生産量としてい
る。このため，都道府県の素材需要量と素材生産量は一致し
ない場合がある。
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けるA材の総需要割合は３８％，同じくB材が３９％，CD
材が２３％になる。表にはしていないが，ウッドショッ
ク下の２０２１年次は，A材の総需要割合は３８％と変わら
ず，B材が４２％に増えた一方で，CD材が２０％に縮小
した。
２０２１年にB材需要が若干増えた背景には，前年の

２０２０年，新型コロナウイルス感染症（以下，COVID-
１９）によるパンデミックの影響で合板需要が極端な落
ち込みに至ったため，２０２１年は２０２０年の落ち込みの解
消に向かったことにあった。このため，ウッドショッ
ク前後において，北東北地方の産業構造に大きな変化
はなかったといえる。
なお，２０２１年次のCD材の需要部門別素材生産量割
合は縮小したが，東日本大震災以降，木質バイオマス発
電所の建設が続いており，通称FIT（Feed-in-tariff；再
生可能エネルギーの固定価格買取制度）３２円材となる
燃料用チップ丸太（CD材）の需要は増加傾向にある（１２）。

３ 大規模流通事業体の存在とその性格
東日本では，西日本のような原木市売市場の取引慣
行が発達せず，直送が主流であった（１３）。その延長上
に，今日では，ノースジャパン素材流通協同組合（以
下，NJ素流協）ならびに青森，秋田，岩手各県森林
組合連合会を中核とするB材を主とする大ロット直送
システムが確立している。
４つの素材流通事業体の事業拡大要因について，次
の指摘にその一端をみることができる。「共通して川
下と川上（双方）の信用補完ともいえる機能（取引費
用縮減効果）を持ち，組合員の育成に力をいれる中で，
事業量を拡大していた。注視すべき点は，施業の団地
化・集約化という林地の集約化ではなく，林業経営体
による事業地の効率的集約を促進したことである。振
り返って，こうした動きは，生産対象が国有林から戦
後造林を担った民有林に事業地が拡大あるいはシフト
すること，そして天然林資源から人工林資源へ，大径
木から小径木へとシフトする中で生起したことも看過
できない。エンジニアードウッドへの要求が高まる
１９９０年代においてもなお，東北地方ではラミナ原板等
の外材依存から脱却できず，ひいては乾燥化，プレ
カット化の遅れとして現れ，製材市場を失う結果をも
招いた。こうした状況下に登場するのが，それまで原
料を外材に求めていた合板工場であり，大ロット供給
体制を可能とした流通事業体であった。この結果，そ
れまで地域資源として有効に使われてこなかったB材
に価値が生まれたのである。そして，流通事業体は，

単に物流・商流の新たな仕組みをつくっただけでな
く，組合員である事業体の育成にも取り組んでいるこ
とは注目される。」（１４）。
以上の性格を有す４つの流通事業体の丸太の取扱い
は，北東北３県以外への移出はあるものの，その取扱
総量は，COVID-１９パンデミックやウッドショックの
影響がない２０１９年実績では１９９万５千m３に上り，北東北
地方３県の総素材需要量の７割の供給力を有している。
ウッドショック下の４つの流通事業体の動向は，Ⅳ節
で詳しく述べる。

Ⅲ ウッドショック下の製品価格と北東北地
方における丸太価格の動き

１ 製品価格の推移
図―１は，ウッドショックとされる期間を含む２０１８
年１月から２０２２年４月までの全国のすぎ製材品の主要品
目価格の推移を示したものである。２０２１年の年明けか
ら，価格が急上昇する様子がわかる。図にはしていな
いが，２０２２年３月時のホワイトウッド集成材が１５万
４，１９５円／m３，米まつ平角が１２万９００円／m３であった。
冒頭ふれたとおり，COVID-１９パンデミックが世界
的に大流行したことで世界経済は縮小し，これに呼応
するように北東北地方の林産加工部門でも生産調整に
入らざるを得ず，納材受け入れの停止あるいは縮小し

図―１ 全国のすぎ製材品の主要品目価格の推移（２０１８．
１～２０２２．４）

資料：東北森林管理局（２０２２）令和４年度 第１回東北森林管理局
国有林材供給調整検討委員会資料を元に筆者加筆（出典
元：農林水産省「木材需給報告書」「木材価格」。

注１：価格は，令和２年１月以降のホワイトウッド集成管柱及びす
ぎ集成管柱は集成材工場出荷時の販売価格，それ以外は木
材市売市場，木材センター及び木材卸売業者における小売
業者への店頭渡し価格となる。

注２：２０２０年１月からホワイトウッド集成管柱は規格及び調査都道
府県，調査対象工場の見直しを行い，調査価格も１の通り変更
となったことから，２０１９年１２月以前の数値とは接続しない。
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なければならない状況も生じた。「令和２年度森林及び
林業の動向」でも，林野庁独自の調査に基づく報告が
なされている。具体的には，「（２０２０年）４月に林野庁
が都道府県を通じて製材・合板工場等を対象に実施し
た調査（有効回答数３４８社）では，４月時点で通常より
減産体制に入っていると回答した工場数は，製材工場
においては調査対象の４割，合板工場においては６割で
あり，素材の入荷量を制限していると回答した工場数
は，製材工場においては２割，合板工場においては４割
に上り」（１５），その結果，「素材生産活動においては，丸
太輸出量の減少や国内の製材・合板工場等の減産に伴
う原木の入荷制限により，２０２０年前半は特に生産を調
整せざるを得ない状況となった。」（１６）。本論では，製品
価格が急上昇したことを確認するにとどめ，詳しく
は，幡氏報告，福田氏報告に委ねたい。

２ 丸太価格の推移
次に，北東北地方における丸太価格の推移をみてい
く。図―２は，北東北地方で最も需要の大きいすぎ中
丸太価格の推移（３．６５～４．００m，２４～２８cm）である。
北東北地方３県の中では，製材需要の大きい秋田県が１
万９，３００円／m３と最も高値となった。２０２１年３月時の製
品価格に占める丸太価格は，乾燥すぎ正角で１５％，す
ぎ集成管柱で１６％となった。２０１９年３月の秋田県のす
ぎ中丸太価格の推移（３．６５～４．００m，２４～２８cm）は１
万４，０００円／m３，乾燥すぎ正角が６万６，４００円／m３，ウッ
ドショック前の製品価格に占める丸太価格は２１％で
あったから，加工部門には２０１９年までの利益率に加

え，概して５％以上の差益がもたらされたことになる。

Ⅳ ウッドショック下の川上の反応

１ 林業生産にみる川上の反応
青森，秋田，岩手各県の林業生産活動から，ウッド
ショック下の林業経営体の行動について確認する。
図―３は素材生産量の推移，図―４は造林面積の推移に
なる。図―３にみるとおり，COVID-１９パンデミック下
の２０２０年は，参考までに示した宮崎県ならびに北東北
地方のいずれの県も素材生産事業量が縮小した。
素材生産活動が縮小した間の林業経営体は，その
間，どのような行動を選択したのだろうか。１つ目と
して，図―４の造林面積の推移にみるとおり，素材生
産活動の縮小は，一方で造林活動を促し，造林事業が
増加に転じたことが注目された。限られた林業労働力
事情の中，素材生産活動と再造林活動の関係性が強く

図―２ すぎ中丸太価格の推移（３．６５～４．００m，２４～２８
cm，２０１８．１～２０２２．４）

資料：東北森林管理局（２０２２）令和４年度 第１回東北森林管理局
国有林材供給調整検討委員会資料を元に筆者加筆（出典
元：農林水産省「木材需給報告書」「木材価格」，工場着価
格）。

図―３ 北東北地方３県と宮崎県の素材生産量の推移（千
m３）

資料：大臣官房統計部生産流通消費統計課「木材統計」（各年版）。
注：県によっては独自の調査を加えた数値を公表しており，大臣
官房統計部生産流通消費統計課木材統計と数値が異なる場合
がある。

図―４ 北東北地方３県と宮崎県の造林面積の推移（ha）
資料・注：図―３と同じ。

林業経済研究 Vol.69 No.1 (2023)

- 20 -



なっていたことは既にはじめににおいてふれたとおり
である。このため，たとえば素材生産活動が縮小した
間の林業経営体の中には，通常，素材生産班２班，造
林・保育班１班，トラック運搬班１班の４班体制を，納
材が停止あるいは縮小期には，素材生産班１班を造
林・保育に回した例もある（１７）。
２つ目として，一定の請負価格に支えられ安定した
収入を得ることができる国有林の請負事業を軸とした
経営戦略をとった林業経営体もあった。東北森林管理
局でも２０２１年度は前年比４％程の増産，２０２２年度は同
じく１割程度の増産を見込んでいる。国有林における
木材供給調整は，川下の国産材需要に応えるのみなら
ず，経済情勢が不透明な時期には林業経営体のセーフ
ティネットの役割を有していたことも，ウッドショッ
ク下における林業経営体の行動から改めて確認でき
た。請負の先には，市街地の支障木伐採や建設現場に
事業対象を拡大・多角化し，この間をしのいだ林業経
営体もあった（１８）。
２０２１年の春頃には，それまでの状況と打って変わっ
て，業界を越えて新聞紙面においてもウッドショック
という日本独自の造語が目にとまるようになる。外材
依存割合が５割を超える日本において，輸入材の入荷
が潤沢に行われなくなったことで，丸太価格高騰の予
兆が報道されるようになる。２０２２年の素材生産量は，
COVID-１９パンデミック前の２０１９年までは戻らなかっ
たものの，丸太価格の上昇に押されて，林業経営体も
生産体制を取り戻し，２０２１年の素材生産量は増加に転
じた。
だが，これまでに林産加工工場から入荷制限を受け
た経験を有する林業経営体では，異なる対応もみられ
た。今後また経済が縮小し入荷制限を受けるかもしれ
ず，あるいは人口減少にともない住宅着工数も減少傾
向にあるなかでは，丸太価格の高騰がいつまで続くか
予想困難であると判断した林業経営体は，２０２１年度も
引き続き２０２０年度と同じ経営戦略を継続したのであ
る（１９）。そこでは，造林・保育事業の労働配分を増やし
たままだったり，各種の請負契約を継続したりと，す
ぐには従来の素材生産事業に戻れない事情も生じてい
た（２０）。さらに，丸太価格の上昇が確実になった時期
は，下刈りを主とする造林・保育事業の時期が重なっ
たことも素材生産量を伸ばせなかった要因でもあっ
た。もちろん，林業経営体にとって，丸太価格が上昇
したからといって，短期間に労働力を増やしたり，作
業システムを改善し生産性を飛躍的に伸ばしたりする
ことができないといったことが，丸太価格の上昇に応

じて供給を拡大できない理由であることは言うまでも
ない。
さらに，注目すべきは，林業経営体の立木在庫であ
る。丸太価格の高騰にともなって価格が上昇する立木
を積極的に購入するよりも，既に購入していた国有林
や民有林の立木，あるいは産業備林としての機能を有
す自社有林（２１）など，立木在庫が潤沢な林業経営体にお
いては，契約関係，在庫資源，集積土場，林道等の生
産・運搬といった現場の状況，労働力，丸太の相場，
納材先の受け入れ状況等を勘案し，自ら生産調整を可
能としていたことである。
生産調整のうちには，広葉樹生産から丸太価格が上
昇した針葉樹生産にシフトした林業経営体もあった。
図―５は，北東北地方３県の針葉樹生産と広葉樹生産の
変化を示したものである。図で明らかなとおり，生産
対象が針葉樹に移った様子がわかる。近年，フローリ
ング用の内装材をはじめとして広葉樹が見直され，広
葉樹原木市売取扱量も増加傾向を示し，COVID-１９パ
ンデミック前のフローリング等内装用材向けの丸太価
格は，樹種を選ばず２万２，０００円／m３前後で取引される
ようになっていた。筆者らは，そうした内装向けの広
葉樹丸太を高値で取引される家具用材等と分けて「広
葉樹並材」と位置づけ，針葉樹広葉樹が混在する林地
の価値向上の可能性を検討してきた（２２，２３）。フローリン
グ用となる丸太の適寸は直径２４～２８cm（２cm内外許
容），概ね，林齢は５０年から６０年生になる。広葉樹生
産は採算の合う皆伐が基本である。家具用材となる８０
年生の林分を持つ事業地でも，用材となる割合は２５％
以下とされ，残りはチップ向けとなる。また，針葉樹
伐採によって一緒に生産される広葉樹もチップ向けに
なることが多い（２４）。
そもそも針葉樹を主とするFIT３２円材の存在は，北

図―５ 北東北地方３県の針葉樹・広葉樹生産量の推移
（千m３）

資料・注：図―３と同じ。
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海道に次ぐ広葉樹生産量を有す岩手県をはじめ，広葉
樹チップ業界に打撃を与えていたが，さらにウッド
ショックによる広葉樹生産離れによって，全国でも北
東北地方に特有の製紙用広葉樹チップ専門工場の経営
が立ち行かない状況にも追い込まれた。今のところ，
生産対象を針葉樹に移した林業経営体が広葉樹生産に
戻ることはなく，現在，広葉樹チップ専門工場では針
葉樹も受け入れて操業している状況にある。広葉樹
チップの納材先を失うことは，生産対象地の価値低下
をも招くことになるのである。広葉樹の生産量の減少
によって，広葉樹丸太価格の原木市売価格は上昇に転
じている。

２ 大規模素材流通事業体の取扱量にみる川上の反応
次に，Ⅱでふれた北東北地方における４つの大規模
素材流通事業体の動向から，ウッドショック下の川上
の反応に接近する。図―６は，４つの大規模素材流通事
業体のウッドショックまでの５年間の取扱実績の変化
である。COVID-１９パンデミックの影響は，４つの大規
模流通事業体の２０２０年度の取扱量の落ち込みでも確認
できる。注目すべきは，北東北地方の４つの流通事業
体別取扱量をみると，いずれも２０２０年度に比べて２０２１
年度の取扱量を回復させているのみならず，流通事業
体の中には，COVID-１９パンデミック以前の取扱量を
しのぐ実績が確認できることである。この間，NJ素
流協の会員数も増加している。このように，北東北地
方の総素材生産量が減少する一方で，流通事業体の取
扱量が増えた要因として，先行き不透明な情勢下にお
いて，林業経営体は安定的な売り先を持つあるいは探
してくれる流通事業体を介することを選択したといえ

る。この点は，２０２１年度の「国有林材及び民有林材（製
品）の安定供給システムによる販売」に占めるこれら
４つの素材流通事業体の総協定量からも確認できる。
２０２１年度の国有林システム販売の総協定量が４７万
９，６５０m３であったのに対して，４つの素材流通事業体の
総協定量は２０万９，７００m３と４４％を占める（２５）。COVID-１９
パンデミック時の２０２０年度は，総協定量が４３万１，１００
m３だったのに対して４つの素材流通事業体の総協定量
は１５万９，６００m３と総協定量の３７％（２６），２０１９年度につい
てみれば，総協定量が４８万４，３００m３だったのに対して４
つの素材流通事業体の総協定量は２４万３，９００m３と５割に
至る（２７）。すなわち，組合員からの納材では需要に対応
し得ないと判断されれば，大規模素材生産流通事業体
自ら丸太や立木の購入に参加するなど，自らの営業に
よって需要を満たし，納材先との信用獲得にもつなげ
ているのである。
システム販売による協定に至る提案内容を抜粋する
と，「合板材，集成材，製材など様々な需要に合わせ
た選別を行い，各社の需要等を見極め，原木に付加価
値を付けることで，材価に還元する。」（２８）といった流通
事業体創設時の事業目的を前提としつつ，「製材用材
として需要の少ない小径木を杭材として加工生産し，
震災復興事業（海岸防災林事業）等に有効利用す
る。」（２９），「県内のスギ材を製材する地元中小工場に供
給することで，大幅に輸送コストが抑えられ，夏場の
虫害等で傷みやすい丸太も価格低下することなく早期
に搬出することが可能となり，丸太価格の向上に貢献
する。」（３０）といった地元に特有の事情を反映した提案，
「需要者のニーズを森林管理署や生産請負業者に情報
提供することで生産に貢献する。」（３１），「生産請負業者

図―６ 北東北地方における４つの流通事業体別取扱量の推移（千m３）
資料：各事業体業務資料。
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が素材の高値販売のノウハウを取得し，国有林立木販
売の高値落札及び落札率の向上に貢献する。」（３２）といっ
た組合の育成にポイントをおいた提案などもみられ
る。提案書からは，大規模素材流通事業体が如何に柔
軟な対応の中で大ロット安定供給体制を整え，納材先
の需要に応え，ひいては組合の信用を獲得しようとし
ているかを垣間見ることができる。林業経営体にとっ
て，大規模素材流通事業体に払う手数料は，情報の偏
在，いわゆる情報の非対称性を最小化・解消し，取引
費用でもある心理的費用の削減効果をも生み出してい
るとみることができる。

３ 立木価格にみる川上の反応
では，ウッドショック下の丸太価格の上昇によって
立木価格にどのような変化がもたらされたのであろう
か。表―５に，青森県，秋田県，岩手県の３県の県有林
における立木（皆伐）公売価格と東北森林管理局の立
木（皆伐）の公売落札価格，ならびに参考として不動
産研究所調べによる立木価格の変化を示した。もちろ
ん，県有林・国有林の公売案件の１つひとつは，資源
状況などの事業内容がそれぞれ異なる。また，公売価
格を，私有林も含めた森林全体の立木価格を代表する
ものと見なせるかどうかは不明である。こうした制約
があるものの，伐採地の立木価格の全体像を正確に把
握することは難しいため，本論では公売価格を定量的
に分析することを通じて，ウッドショックの立木価格
への影響を推察することとした。あわせて，立木価格
の動向について，４つの素材流通事業体，各県の大規
模加工工場，森林所有者を含む林業経営体に聞き取り
調査を行い定性的な分析を行った。
表―５に示した立木価格の推移からは，ウッドショッ
クとされた２０２１年度の立木価格は，県，国，不動産調
べのいずれの指標も２０２０年度に比べて上昇したことが
わかる。COVID-１９パンデミックの影響がなかった
２０１９年度と，２０２１年度の比較では，県有林ならびに不
動産研究所調べで１割程度の上昇，国有林では変化が
無かった。また，２０２１年度と２０２２年４月から８月までの
落札価格の変化をみると，県有林では１割の上昇にと
どまったのに対して，国有林では２倍近い上昇を記録
した。ウッドショックから２０２２年８月までの様子では，
立木価格は上昇基調にあるように見える。聞き取り調
査においても，ウッドショック下では立木価格は用材
向けの全樹種平均では１，０００～２，０００円／m３の上昇，カ
ラマツに限っていえば４，０００～５，０００円／m３とウッド
ショック以前の概ね２倍に上昇したという見方が強い。

だが，需要が戻り，立木価格が上昇局面にあって
も，林業経営体は不透明な経済情勢やこれまでも繰り
返されてきた入荷調整等の経験から，素早い反応には
至らなかったことは前述のとおりである。県有林なら
びに国有林の公売価格の動きからも立木価格は予測が
困難であることが見てとれる。そうした状況下におい
て林業経営体なりの戦略にもとづき行動を選択したの
である。
北東北地方の大規模林産加工工場の２０２２年９月まで
の動きでは，２０２１年暮れ頃より買取価格を引き上げて
原木入荷を積極的に行ったことで丸太の在庫は潤沢な
状況にあった。さらに，COVID-１９パンデミックによ
る木材不足によって先物買いされた外国産材もあり，
国内における製品の荷動きが鈍るといった状況も生じ
ている。北東北地方の大規模林産加工工場も２０２２年の
夏頃より再び入荷調整に入り，買取価格も段階的に引
き下げられている。その引き下げ分が上昇基調にあっ
た立木価格に転嫁され立木価格の低下を招くのか，あ
るいは林業経営体が吸収するのか，両者の負担となる
のか，現時点ではその回答を見出すことはできないも
のの，林業経営体，大規模素材流通事業体，大規模林
産加工工場とも，立木価格がウッドショック以前の価
格帯には戻ることはないのではないかとみている。
なお，ウッドショック下でもたらされた利益は，林業
経営体や林産加工工場のように機械装備への投資が必
要なセクターにあっては，林業機械をはじめ次の設備
投資へのストックとされていたり，今日，大径化する
資源状況を見据えて，既に大径材対応の製材ライン工
場の建設に投資されたりする例もある。今後の林業生
産・林産加工過程においてコスト縮減が期待できる。

表―５ 北東北地方３県の立木価格の推移
（円／m３）

年度 県有林 国有林
不動産研究所

スギ マツ

２０１７
２０１８
２０１９
２０２０
２０２１

２０２２．４～８

３，５４９
２，６４７
３，１９５
２，５２２
３，５８９
３，９０３

２，２６０
２，４２５
２，５３２
２，１０８
２，５７８
４，６６５

２，６０８
２，３６３
２，５８２
２，２１７
２，７２９
―

２，３８１
２，４３３
２，５１３
２，６７２
２，８５８
―

２０２１／２０１９
２０２１／２０２０
２０２２／２０２１

１．１
１．４
１．１

１．０
１．２
１．８

１．１
１．２
―

１．１
１．１
―

資料：国県業務資料，不動産研究所「山林素地及び山元立木価格
調」（各年版）。

注：県有林は青森・秋田・岩手３県は県有林落札価格，国有林は
東北森林管理局における青森・秋田・岩手の３県の落札価格，
いずれも皆伐施業地。
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Ⅴ 考察

本論に与えられた２つの課題，１）ウッドショック下
の北東北地方の価格上昇の実態について，２）ウッド
ショック下の川上の反応について，のそれぞれを総括
した上で，林業生産力に引きつけて考察したい。
まず，ウッドショック下の北東北地方の価格上昇の
実態についてである。ウッドショック下での製品価格
と丸太価格について，北東北地方においても製品価格
の上昇と同様，丸太価格も上昇したことを確認した。
そこでは，製品価格の粗収益は，m３当たり５％程の上
昇率を記録するに至っていた。ウッドショックによっ
て，これまで以上に利益がもたらされた林業経営体や
林産加工工場は，林業機械や木材加工ライン等の設備
投資に積極的であることから，今後はさらに生産性が
向上し，ひいてはコストの縮減も期待できることが予
想される。
次に，ウッドショック下の川上の反応についてであ
る。明らかになった製品価格，丸太価格の上昇局面に
おいて，国産材供給の柔軟な対応が難しかったことに
ついて，１）林業生産事業，２）大規模素材流通事業体
の取扱実績，３）立木価格の３つから，その内実に接近
した。
１つ目の林業生産事業では，北東北地方３県の２０２０年
総素材生産量は，COVID-１９パンデミックによって激
減したものの，ウッドショック下の２０２１年は回復基調
にあったことを確認した。だが，現役世代が経験した
ことのないほどの丸太価格の上昇局面にあっても，素
材生産量は２０１９年度の水準には戻らなかった。その要
因として，COVID-１９パンデミック時の林業経営体自
らの行動選択が作用していた。COVID-１９パンデミッ
ク時に素材生産活動の縮小を余儀なくされた林業経営
体は，まず，限られた労働力を造林・保育事業にシフ
トさせていたことが明らかになった。あわせて，立木
価格上昇局面にあっても，不透明な経済情勢やこれま
でも繰り返されてきた入荷調整等の経験から，立木購
入による増産体制にシフトするリスクよりも，国有林
の請負生産にシフトし，安定収入を得ることを選択す
る林業経営体もあった。さらに，立木在庫が潤沢な林
業経営体にあっては，既に購入していた在庫で，より
利益を獲得しつつ生産調整を可能としていたことは注
目された。すなわち，ウッドショック下の木材供給量
は，急な林業労働力の増加や生産システムの向上に対
応できないといった事情は無視できないものの，林業
経営体自らの経営戦略上にあったともいえるのであ

る。
林業生産事業にみる川上の反応において，もう１つ
看過できない動きがあった。丸太価格の急激な高騰は
針葉樹に発現した。広葉樹生産を行っていた林業経営
体の生産対象も針葉樹にシフトし，広葉樹生産の極端
な落ち込みも明らかになった。その結果，納材先の広
葉樹製紙用チップ工場の経営が立ち行かなくなると
いった状況にも至った。そのことからは，広葉樹の生
産現場のみならず針葉樹生産に伴い出材されるチップ
向け広葉樹の行き先を失い，ひいては林地の資産価値
低下をもたらすことが危惧された。
２つ目の大規模素材流通事業体の取扱実績では，

２０２１年の北東北地方３県の総素材生産量が２０１９年度実
績まで回復しなかった一方で，素材流通事業体の中に
は，２０２１年度の取扱い実績が２０１９年度をしのぐ事業体
がみられた。さらに，ウッドショック下において組合
員の新規加入もあった。このことは，林業経営体が先
行き不透明な情勢下において，安定的な納材が約束さ
れている流通事業体を介することを選択したといえ
る。こうした大規模流通事業体が大ロット供給を可能
としている理由として，注目すべき点は，施業の団地
化・集約化という林地の集約ではなく，納材元の林業
経営体による事業地の集約であったことである。すな
わち，森林所有者の伐採行動を喚起したといえる。同
時に，大規模流通事業体自ら組合員の営業による不足
分を国有林システム販売の入札に参加するなどして，
納材先の需要を満たしていたことも大きい。さらに，
北東北地方の大規模素材流通事業体は，事業に組合員
の育成を位置づけ，中央政府をはじめとする林業を取
り巻く情報獲得に努め，組合員と共有してきたことも
林業経営体の信用獲得に大きく作用したといえる。林
業経営体にとって，大規模素材流通事業体に払う手数
料は，情報の偏在，いわゆる情報の非対称性を最小
化・解消し，取引費用でもある心理的費用の削減効果
をも生み出しているとみることができた。
３つ目の立木価格の動きでは，立木価格は正確に把
握することは難しかったことから，本論ではウッド
ショックによる立木価格の動きを知る上で，公売価格
を１つの拠り所として定量的な分析を行った。あわせ
て，聞き取り調査を行い定性的な分析を行った。
公売価格からは，ウッドショックとされた２０２１年度
の立木価格は，国，県，不動産調べのいずれの指標も
２０２０年度に比べて１割程度の上昇が確認できた。聞き
取り調査においても，ウッドショック下の立木価格
は，用材向けの全樹種平均では１，０００～２，０００円／m３の
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上昇，カラマツに限っていえば４，０００～５，０００円／m３と
ウッドショック以前の概ね２倍に上昇したという見方
が強い。だが，立木価格は，資源状況をはじめ事業地
を均質にして比較することができないこともあり，そ
の予測は難しい。その一端が，２０２１年度と２０２２年４月
から８月までの公売価格にもみることができた。そこ
では，それ以前の傾向と異なり，県有林では１割の上
昇にとどまったのに対して，国有林では２倍近い上昇
を記録したのであった。
以上から，ウッドショックによって鮮明になった北
東北地方の林業生産力は，林業経営体の経営戦略に左
右されることが指摘できる。その経営戦略は，大き
く，①林業労働力の素材生産事業と造林・保育事業の
労働配分，②立木購入と国有林請負事業の事業比率の
調整，③立木在庫の質や量による事業地選択，④大規
模流通事業体を介することによる心理的費用をも含む
取引費用の平準化である。そして，それを可能にして
いるのが，Ⅱ節で示した，北東北地方の林業構造で
あった。それは，国有林地帯であること，古くから直
送の仕組みを有していたこと，今日では，大ロット供
給を可能とするB材主体の大規模林産加工工場ならび
に大規模素材流通事業体の存在になる。

Ⅵ おわりに

需要が拡大し丸太価格が高騰しても，木材供給量が
増えなかった要因として，COVID-１９パンデミックや
ウッドショックといったことに起因する経済情勢が不
安定ということ以上に，長年続く安定しない国産丸太
の需給関係が影響していたことをあげることができ
る。聞き取り調査から，こうした不安を抱くのは，林
業生産部門，林産加工部門とも同じであった。そし
て，不安の先に見ていたのは，需給環境を左右する，
より川下の消費者行動であり，木材貿易との関係が
あった。その結果，先の見通しがみえにくい国産材需
要に対して，利益は各セクター内の投資やストックに
回されたのが実態であった。本論では，定量的な分析
や定性的な分析に至らなかったためふれなかった森林
所有者への聞き取り調査からは，報道等から丸太価格
が上昇していることを知ってはいても立木販売のタイ
ミングを掴めずにいたことも分かった。
本論に向きあう中で，森林所有者，林業経営体，林
産加工工場のいずれもが，持続的経営には地利級の優
位性とともに立木や丸太を資本とする点で，川上の範
疇に位置づく同質の構成員にみえた。とすれば，同質

構成員の中のサプライチェーンによって立木価格への
還元を求めるのは現実的には難しいのではないだろう
か。これら川上の各セクターのコスト削減は必要に思
うものの，その削減分は労働賃金等の就労環境改善や
機械装備等の設備投資等々，今後もしばらくはそれぞ
れのセクター内に還元されていくことが推察される。
その仮説にもとづけば，ウッドショックの経験からの
学びは，立木価格の上昇など林地の価値向上には，森
林所有者，林業経営体，林産加工工場の結合を川上と
する再定義と，再定義された川上が如何に総力をあげ
て，森林所有者，林業経営体，林産加工工場以外の部
門との関係を構築でき得るかになるのではないだろう
か。今後の課題としたい。
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ゆるウッドショック）への対応」『令和３年度森林及び
林業の動向』９～１４頁
https:／／www.rinya.maff.go.jp／j／kikaku／hakusyo／r３hakusyo／
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attach／pdf／zenbun-５.pdf（２０２２．１０．３最終確認）
（５）国民的テレビ局NHKのおはようニッポンでも２０２１年６月

「木材が消えた？身近にせまる“ウッドショック”」と
題して放映された。https:／／www３.nhk.or.jp／news／html／
２０２１０６０１／k１００１３０６０９３１０００.html（２０２２．１０．３最終確認）

（６）民間セクターによって，岩手県では「岩手県森林再生
基金」による造林が２０１７年設立，青森県では「青い森
づくり推進基金」，秋田県では「あきた未来へつなぐ再
造林基金」がそれぞれ２０１９年に設立されている。

（７）ノースジャパン素材流通協同組合では，２０１７年策定の
「皆伐施業ガイドライン」を大きく見直し，２０２２年３月
には「伐採・搬出・再造林作業ガイドライン」を策定
している。こうした環境配慮型であり循環型施業を目
的としたガイドラインの先駆けは，宮崎県素材生産協
同組合若手有志を中心に設立されたNPO法人ひむか維
新の会により，２００８年に策定された「伐採搬出ガイド
ライン」になる。当該ガイドラインは責任ある素材生
産事業体認証制度の認証基準となっており，２０２２年６月
には全国への運動展開を発信した。

（８）大塚生美ほか「林業労働人口縮小下における林業生産
活動の展望と課題」『林業経済学会２０２０年秋季大会学術
講演集』，２０２０年，１７～１８頁（投稿中），林業労働人口
縮小下における現状と課題に関しては，大塚生美「『緑
の雇用』と木材供給力」『令和３年度「緑の雇用」事業
の評価に関する調査報告書』（全国森林組合連合会，
３３～５０頁，同「『緑の雇用』と林業の再生産問題」『森
林組合』３月号，２０１８年，２１～２４頁でもふれている。

（９）国有林システム販売の性格については，近年では，久
保山裕史「木材供給における国有林の課題」『林業経済
研究』６１（１），２０１５年，１１５～２６頁，を参照されたい。

（１０）国有林からの木材供給方法等https:／／www.rinya.maff.go.
jp／j／kokuyu_rinya／gaiyo／mokuzai_hanbai／（２０２２年１０月３
日最終確認）

（１１）前掲（１０）
（１２）燃料用チップの需要に関しては，近年では，伊藤幸男

ほか「発電用燃料材需要に対する林業事業体の対応」『東
北森林科学会誌』Vol.２６（２），２０２２年，６７～７２頁を参照
されたい。

（１３）川田 勲「原木市売市場の構造変化と再編過程」『林業
経済』Vol.５８（８），２００５年，１３～１５頁

（１４）大塚生美「北東北地方における素材流通過程の現局面」
『東北森林科学会誌』２６（２），２０２０年，１４～１７頁

（１５）林野庁「新型コロナウイルス感染症による林業・木材
産業への影響と対応」『令和２年度森林及び林業の動向』，

２０２１年，５６～５７頁 https :／／www.rinya.maff. go. jp／ j／
kikaku／hakusyo／R２hakusyo／ attach／pdf／ zenbun -６４. pdf
（２０２２．１０．３最終確認）

（１６）前掲（１５）
（１７）林業経営体A（岩手県）への聞き取り調査による。
（１８）林業経営体A（岩手県），同B，C（秋田県），同D（青

森県），大規模素材流通事業体，大規模林産加工工場へ
の聞き取り調査による。

（１９）ノースジャパン素材流通協同組合主催「令和３年度第２
回林業講演会 木材流通の現状と集成材における国産
材利用の展望について」におけるパネルディスカッショ
ンでは，請負事業体が立木購入にシフトした例も聞か
れた。林業講演会の概要は，NJ素流協News２０７，同２０８
参照のこと。

（２０）前掲（１８）
（２１）大塚生美「素材生産業者による林地集積と育林経営の

展開―秋田県を事例として―」『関東森林研究』Vol.６７
（１），２０１５年，３３～３６頁，同「社有林の経営動向」藤掛
一郎・田村和也編『ミクロデータで見る林業の実像』
日本林業調査会，２０１６年，１１３～１３１頁

（２２）大塚生美「今，広葉樹がおもしろい」『岩手の林業』Vol.
７４４，２０１９年，６～７頁，同「多様な林業経営による林地
の価値向上に向けて」『林経協季報 杣径』Vol.５９，２０２０
年，１２～１６頁

（２３）道中哲也ほか「『盛岡木材流通センター』における広葉
樹材の価格変動分析」『第１２回関東森林学会大会講演要
旨集』Vol.１２，２０２２年，１頁（投稿中）

（２４）広葉樹生産割合が大きい林業経営体E，F，G，H，Iの５
社（いずれも岩手県）への聞き取り調査による。

（２５）東北森林管理局「令和３年度 国有林材（製品）の安定
供給システム（第１次）協定者の公表」，同（第２次）

（２６）東北森林管理局「令和２年度 国有林材（製品）の安定
供給システム（第１次）協定者の公表」，同（第２次），
同（第３次）

（２７）東北森林管理局「令和元年度 国有林材（製品）の安
定供給システム（第１次）協定者の公表」，同（第２次）

（２８）前掲（２５）
（２９）前掲（２５）
（３０）前掲（２５）
（３１）前掲（２５）
（３２）前掲（２５）

（２０２２年１１月１４日受付；２０２２年１２月３１日受理）
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